
「東北地域の農業分野における障害者就労促進セミナー」を開催しました 

 

東北農政局は、平成２７年９月２４日（木）、仙台合同庁舎において「東北地域の農業分野におけ

る障害者就労促進セミナー」を開催しました。本セミナーは、福祉及び農業分野に携わる者に対し、

双方の分野の知見を生かし先進的な取組を行っている事例や支援制度を紹介し、障害者就労を進

める上で生じる課題の解決に役立ててもらうことを目的として、開催したものです。当日は、福祉関

係者、農業関係者、行政担当者など約８０名の参加がありました。概要は下記のとおりです。 

 

１ 基調講演 

 

 

 

 

 

農業サイドから見た福祉との連携の必要性や、障害者福祉施

設や特例子会社の農業分野への進出状況について、①アンケー

ト調査による全国的な動向、②全国の代表的な先進事例の紹介

により、説明していただきました。 

また、先進事例の整理・分析に基づき、今後、東北地方で考え

られる取組や必要な支援について提言をいただきました。 

（紹介していただいた先進事例） 

① 農家と障害者福祉施設の連携による障害者の居場所づくり 

・ 香川県社会就労支援センター協議会（露地野菜：香川県全域） 

② 障害者の就労の場づくりのために本格的に農業に進出し、認定農業者となった障害者福祉施設 

・ 社会福祉法人くりのみ園（養鶏、露地野菜、水田作：長野県小布施町） 

・ ＮＰＯ法人ピアファーム（果樹、露地野菜：福井県あわら市） 

③ 障害者の居場所づくりのために農業に本格的に参入した社会福祉法人 

・ 社会福祉法人グリーン（露地野菜、稲作：神奈川県横浜市） 

④ 障害者との交流を機に障害者雇用を本格化させた農業生産法人 

・ 有限会社岡山県農商（露地野菜、施設野菜：岡山県岡山市） 

⑤ 障害者雇用のために農業に本格的に参入した特例子会社 

・ センコースクールファーム鳥取（廃校を利用した水耕栽培とキノコの菌床栽培：鳥取県湯梨浜町） 

⑥ 農業分野に進出した企業出資による障害者福祉施設 

・ 株式会社九神ファームめむろ（露地野菜、北海道芽室町） 

・ 森の木ファーム株式会社（菌床シイタケ栽培、兵庫県南あわじ市） 

テーマ： 「拡大する農業分野での障がい者就労の現状と課題 ～全国各地での取組みから学ぶ～」 

講 師： 農林水産省農林水産政策研究所 総括上席研究官 吉田行郷氏 

 



（１） 今後東北地方で考えられる取組方法 

① 地区内に、障害者の農作業について共に経験のない障害者福祉施設と農家が併存してい

る場合は、両者が作業受委託で連携する。あるいは、その前段階として障害者との体験交流

からスタート（参考：香川県社会就労支援センター協議会、有限会社岡山県農商）。 

② 障害者福祉施設の周囲で、畑や果樹園の借り手が不足し、耕作放棄地が増加している場合

は、認定農業者として農業参入（担い手として農地を集積）。あるいは、農業による利用者の生

活改善の取組を実施（参考：社会福祉法人くりのみ園、NPO 法人ピアファーム、社会福祉法人

グリーン）。 

③ 農園が、規模拡大のための戦略として、障害者の受入れを検討している場合は、障害者を

戦力として使える工夫をすることで、積極的に雇用（参考：有限会社岡山県農商）。 

④ 特例子会社や企業出資の障害者福祉施設が、地域外から地域農業への参入を検討してい

る場合は、企業を積極的に誘致し、新たな障害者の居場所を創出したり、周囲の農業経営にも

プラス効果のある農業を展開。また、地元の企業に働きかけ、障害者の居場所を創出（参考：

株式会社九神ファームめむろ、センコースクールファーム鳥取、森の木ファーム株式会社）。 

 

（２） 東北地方で考えられる経営作目 

① 農業分野以外の業務との組合せで、工賃のアップや障害者の居場所の拡大を目指す場合

は、水田作、野菜、果樹で近隣農家の作業を請負。 

② 雪が多い地域で、通年で働ける就農の場を確保して、高い工賃を目指す場合は、施設園芸、

水耕栽培、平飼い養鶏、菌床きのこ栽培、農産物加工、観光農園。 

※ 規模拡大を目指すのであれば、認定農業者になり、地域の担い手として位置づけてもらう。 

 

（３） 必要な支援 

① 障害者福祉施設や企業が農業を始める場合では、農地の借り受け、農業技術の取得、農業

技術を持っている人材の確保。 

② 農家、農園、企業の障害者の雇用開始時には、障害者、福祉制度に明るい人材の確保、障

害者に配慮した施設整備。 

 

 

 



２ パネルディスカッション及び会場との質疑応答 

 

 

 

 

 

 

 

まず、パネリストの皆様から、取組概要について説明していただきました。 

社会福祉法人こころんの熊田施設長からは、精神障害者が、直営の直売所や農場において本

人が希望する、または得意分野を生かしながら、作業に従事していること、直売所では有機栽培に

よる作物や企業との連携により開発した加工品などこだわりの商品を販売していること、地域の農

家や業者、消費者など地域とのつながりが増え、連携して障害者の就労を支援していることなどを

ご紹介いただきました。 

社会福祉法人岩手更生会 まめ工房 緑の郷の鈴木所長からは、知的障害者が大豆等の生産

やその加工作業に従事していること、当初は JA を通じて隣接する農地を確保したこと、これまで行

ってきた農作業の評価が農家からの作業増につながっていること、JA や地域の農家からの指導を

受けながら技術や指導力の向上を図っていることなどをご紹介いただきました。 

農業生産法人株式会社GRA 橋元取締役副社長COOからは、本人が福祉関係の職場にいた経

験を活かし、障害者就労に係る関係機関と連携して取り組んでいること、作業の指示は、わかりや

すい表示や言葉遣いで行っていること、作業を分解するなど作業工程の見直しを行っていること、ス

タッフの理解が重要であるため、社内勉強会を行い、課題の共有を図っていることなどをご紹介い

ただきました。 

 

この後、農林水産政策研究所 吉田総括上席研究官のコーディネートで、農業分野で障害者就

労を進める上で課題となりやすい事項について、ディスカッションを行いました。 

 

 

 

 

 

 

  

コーディネーター：農林水産省農林水産政策研究所 総括上席研究官 吉田行郷氏 

パネリスト：    社会福祉法人こころん 施設長 熊田芳江氏 

社会福祉法人岩手更生会 まめ工房 緑の郷 所長 鈴木 淳氏 

農業生産法人株式会社ＧＲＡ 代表取締役副社長ＣＯＯ 橋元洋平氏 

 

 



（農地の確保） 

高齢農家の経営を継承したり、農家に直接出向いてお願いした（社会福祉法人こころん 熊田

氏）、当初はＪＡに声をかけて農家との関係を作った（社会福祉法人岩手更生会 鈴木氏）、震災

直後で非常に難しかったが、最終的には役場関係者に紹介してもらった（農業生産法人株式会社

GRA 橋元氏）。 

（障害者が行う業務） 

障害者に作業を任せる場合は、十分な訓練を行い障害者の特性を就労先に伝えている（社会

福祉法人こころん 熊田氏）、生活面での支援もしっかり行っている（社会福祉法人岩手更生会 

鈴木氏）、作業工程を細分化し、指示は具体的に行っている（農業生産法人株式会社 GRA 橋元

氏）。 

（収益の確保） 

まずは安定的に収益を確保するため直売所を設置し地域の農家の生産物を販売、その上で農

業を開始した（社会福祉法人こころん 熊田氏）、一次産品の加工や販売、また、冬場は味噌の仕

込みの他農業以外の業務を請負っている（社会福祉法人岩手更生会 鈴木氏）、いちごの加工品

の販売や、いちごのない時期はトマトを栽培するなどの取組を行っている（農業生産法人株式会

社 GRA 橋元氏）。 

 

会場からもパネリストに対して多くの質問があり、「なぜ農業を始めたのか」という質問に対して

は、「農業は様々な仕事をつくりやすい、生産から加工、販売まで小規模でも仕事が作れる」（社会

福祉法人こころん 熊田氏）、「開墾している姿を地域の人が見ていて自然に地域に受け入れられ、

農作業の依頼が増えた」（社会福祉法人岩手更生会 鈴木氏）、「農業は儲からないと言われるが、

ブランド化し販売するしくみを作ることによって利益を出せると考えた」（農業生産法人株式会社ＧＲ

Ａ 橋元氏）との説明がありました。 

また、「契約書を作成せずに農地を借りたことによりトラブルになった」、「農家は警戒してなかな

か契約に応じない」、「農地を借りるときの注意事項を教えて欲しい」との声に対しては、「公的機関

に仲介してもらうこと」（農林水産政策研究所 吉田氏）、「書面で契約し条件をしっかりおりこむこと」、

「場所はできるだけ集約する方がいい。移動やトイレの問題が少なくなる」「遠くて不便な土地を手放

しやすく、農家も契約しやすいため、長期間の契約はしない方がいい」（社会福祉法人こころん 熊

田氏）との意見をいただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 


